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委員会報告

要約：日本集中治療医学会臨床倫理委員会は，日本COVID-19対策ECMOnet（代表 竹田晋浩）
（日本集中治療医学会，日本呼吸療法医学会，日本救急医学会）ならびに厚生労働科学研究費
補助金（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）「新興・再興感染症のリスク評価
と危機管理機能の実装のための研究」分担研究班と合同で，新型コロナウイルス感染症（coro-
navirus disease 2019, COVID-19）流行に際しての医療資源配分の観点からの治療の差し控え・
中止の考え方を提言する。提言は，非常事態にあっても臨床倫理の原則を守りつつ，医療資
源を公正に配分するために適切な議論を経て行われるべきことを骨子としている。
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新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 2019, 
COVID-19）流行に際しての医療資源配分の観点からの治療
の差し控え・中止についての提言

関係各位

新型コロナウイルス感染症（coronavirus disease 
2019, COVID-19）は世界的に流行し，本邦も例外では
なく多くの感染者が発生するに至った。医療現場が逼
迫することがないように，関係各所が最大の努力をし
ているところであるが，医療従事者はhope for the 
best, prepare for the worstの原則に則って備える必
要がある。日本集中治療医学会臨床倫理委員会は，
COVID-19流行に際しての医療資源配分の観点からの
治療の差し控え・中止の考え方を理事会に提案し，そ
の承認の後，日本COVID-19対策ECMOnet（代表 竹
田晋浩）（日本集中治療医学会，日本呼吸療法医学会，
日本救急医学会）ならびに厚生労働科学研究費補助金

（新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業）
「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の実
装のための研究」分担研究班との議論を経て，合同で
下記の通り提言する。

COVID-19流行に際しての医療資源配分の
観点からの治療の差し控え・中止について

　 厚生労働科学研究費補助金（新興・再興感染症及
び予防接種政策推進研究事業）「新興・再興感染
症のリスク評価と危機管理機能の実装のための研
究」分担研究班

　日本集中治療医学会臨床倫理委員会
　日本COVID-19対策ECMOnet（代表 竹田晋浩）
　（ 日本集中治療医学会,日本呼吸療法医学会，日本

救急医学会）

日本国政府により，COVID-19に対する診療体制の
強化の一環として，医療資源の不足を補うべく提供体
制強化が進められておりますが，私ども医療従事者は
医療機器，薬剤，人的資源などの医療資源が払底して
しまうという最悪の事態にも備えておく必要がありま
す。

通常医療において行われる医学的観点に拠るイン
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フォームド・コンセントの原則や，治療義務の限界に
基づいた治療の中止のみならず，COVID-19の爆発的
流行時においては，医療資源の制約に基づき，無益性
も考慮してよりよい結果（健康状態の回復）が得られ
ると期待される患者に優先的に資源を振り分けるとい
う観点から，人工呼吸器などの生命維持装置を用いた
治療の差し控え・中止が発生する状況も想定しなけれ
ばなりません。そのような事態において，治療の差し
控え・中止を余儀なくされた医療機関・医療従事者
は，判断の倫理的妥当性と透明性を保つ限りにおいて，
社会的非難から保護される必要があります。

これらを踏まえて，医療資源配分の観点からの治療
の差し控え・中止に関連して，以下の事項をCOVID-19
診療に携わる医療従事者に提言いたします。

1.  医療資源配分の観点からの治療の差し控え・中
止の判断は個人によるのではなく，医療・ケア
チームの議論を経て行われること。

2.  医療資源配分の観点からの治療の差し控え・中
止については，医学的適切性・妥当性，患者の意
思またはその推定，公正性なども考慮の上で判断
されること。

3.  医療資源配分の観点からの治療の差し控え・中
止については，①患者に判断能力がある場合に
は，患者の意思に基づいて医療を進めることを基
本とし，その場合にも，医療方針について家族ら
の合意を得るように努めること。②患者に判断
能力がない場合，家族らの合意に基づく代諾に基
づいて医療を進めること。③患者に判断能力が
なく，代諾者もいない場合には，上記1 ．および2 ．
の過程を経て治療の差し控え・中止の可否を判
断すること。④患者や家族らの意思は常に変化
する可能性があり，その変化にも対応すること。

4.  治療の差し控え・中止の場合にも，緩和ケアを含
めた適切な医療・看護が提供されること。

5.  医療資源配分の観点からの治療の差し控え・中
止について，方針決定の過程と医療行為の内容の
要点を診療録などの診療関係記録に記載するこ
と。また，それらは検証できるように記載するこ
と。

6.  医療資源の配分による治療の差し控え・中止に
よって，精神的・身体的ストレスを生じる患者・
家族ら，および医療従事者に適切なケアがなされ
ること。

7.  医療施設は状況に応じた適切な医療資源配分の
ために，必要な体制と手順を整えること。
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